
空家等の実態調査

平成28年度及び令和2年度に市内全域を対象として実施しましたが、時間の経過に伴い、所有者
情報や解体状況など実態と相違が生じることから、空家等対策の円滑化、適正化を図るため、令和
６年度に再調査を実施しました。

現況調査における空家等の判断

調査の流れ

所有者等への意向調査

建築物の不良度等の判定

事前調査

居住や利用の様子がない一戸建ての住宅・附属建築物等
※過去の実態調査において判明した空家等及びその後増加した空家等と思われるものについて現況を調査
し、適切に管理されているものは、今回の実態調査から除外しました。

調査対象

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 判定不能 合計

Ｈ２８
157 3 178 46 13 42 15 11 465

33.8％ 0.6％ 38.3％ 9.9％ 2.8％ 9.0％ 3.2％ 2.4％ 100％

Ｒ２
111 1 182 48 8 40 27 － 417

26.6％ 0.2％ 43.7％ 11.5％ 1.9％ 9.6％ 6.5％ － 100％

Ｒ６
179 1 208 51 10 44 28 － 521

34.4％ 0.2％ 39.9％ 9.8％ 1.9％ 8.4％ 5.4％ － 100％

空家等のレベル別内訳（年度別） （単位：件）

（令和７年３月時点）【レベルの説明】
レベル０…老朽化が全く進んでおらず、修繕の必要がない建物
レベル１…老朽化は進んでいないが、基礎や屋根等、一部に課題が残る建物
レベル２…老朽化は進んでいないが、外壁や屋根等、一部に修理が必要な建物
レベル３…老朽化が進み外壁や屋根等の破損が目立つため、一部修理が必要な建物
レベル４…老朽化が進み暴風発生時等、部材飛散のおそれがあるため外壁や屋根等、修理が必要な建物
レベル５…老朽化が著しく、豪雪時などに倒壊の可能性がある建物
レベル６…全半壊し瓦礫が放置されているため、暴風発生時等、瓦礫飛散のおそれがある建物

前回の調査結果、過去の指導履歴、町会提供情報等から空家と思われるものを抽出する。

「地方公共団体における空家調査の手引き」（国土交通省住宅局 平成２４年６月）に基づき、建築
物の老朽度・危険度及び周辺環境の状況を総合的に判定する。

敷地外からの外観目視調査により、空家等と思われる建物等について、郵便物の滞留、窓ガラスの
破損・無施錠、雑草の繁茂による未使用状況、電気メーターの停止・撤去等の状況を基に判断する。

空家等と判断された物件について、利用実態および今後の活用・除却意向を把握するためアンケー
ト調査を行い、対策検討の資料とする。


